
消費生活センター（本庁舎2階）☎ (23)８８９９  FAX（23）８８２０

　自立した消費者としてデジタル時代の消費生活を楽し
むため、求められる「消費者力」とは何かを考え高める
機会となるよう、令和６年度の消費者月間においては「デ
ジタル時代に求められる消費者力とは」をテーマとして
掲げています。

　デジタルサービスの仕組みやリスクの理解、情報に対
する批判的思考力、適切に情報を収集・発信する力、こ
れらのアップデートを続けていくとともに「気づく・断
る・相談する」というこれまでも必要とされた基礎的な
力も引き続き高めていくことが求められます。

消費生活センターをご存じですか？
　栃木市消費生活センターは市民の皆さん（消費者）が
安心して消費活動を行えるように、様々な情報提供や消
費者被害に遭わないための啓発活動・相談を行っていま
す。商品の購入、サービスの契約などについて疑問に思っ
たり、困ったことがありましたら、お気軽に消費生活セ
ンターにご相談ください。

　消費生活相談員が地域で行う出前講座「悪質商法から
身を守るために最新の手口を知ろう！」も行っています。
自治会行事や仲間内の勉強会などにご活用ください。

５月は消費者月間です。今年度のテーマは「デジタル時代に求められる消費者力とは」です。

結婚新生活を応援！結婚新生活支援補助金

令和６年度東京都通勤・通学への支援

★★新婚生活を始める夫婦の住まいに関する費用について補助を行います。新婚生活を始める夫婦の住まいに関する費用について補助を行います。
　　　　　　　　　　　　対象者対象者　令和６年4月１日以降に婚姻し、所得合計５００万円未満　令和６年4月１日以降に婚姻し、所得合計５００万円未満
　　　　　　　　　　　　　　　　かつ婚姻時に各々の年齢が39歳以下の新婚夫婦　　　　かつ婚姻時に各々の年齢が39歳以下の新婚夫婦
　　　　　　補助対象費用　　　　　　補助対象費用　住宅の購入・賃借費用および引越費用　住宅の購入・賃借費用および引越費用
　　　　　　補助金額　　　　　　補助金額　30万円まで　30万円まで
　　　　　　申請期間　　　　　　申請期間　４月１日～令和７年３月31日　４月１日～令和７年３月31日
                 ※記載内容以外に複数の要件があります。詳細は問合先へ。                 ※記載内容以外に複数の要件があります。詳細は問合先へ。

対象者対象者　鉄道を利用して東京都内へ通学する大学生・短大生・専修学校生　鉄道を利用して東京都内へ通学する大学生・短大生・専修学校生
　　　　※神奈川県、千葉県については対象になる場合がございます。　　　　※神奈川県、千葉県については対象になる場合がございます。
補助対象費用補助対象費用　通学定期券のみ　　通学定期券のみ　
補助金額補助金額　１年度当たり２万円まで　１年度当たり２万円まで
申請期限申請期限　令和７年３月31日　令和７年３月31日 問 地域政策課　☎ (21) ２４５３

★東京都内に通勤、通学する方への支援があります。
　※記載内容以外に複数の要件があります。詳細は問合先へ。

東京都通勤者支援補助金
対象者対象者　東武鉄道または新幹線の定期券を購入し、東京都内へ通勤している方　東武鉄道または新幹線の定期券を購入し、東京都内へ通勤している方
　　　　※神奈川県、千葉県については対象になる場合がございます。
補助対象費用補助対象費用　東武鉄道特急券、新幹線定期券の購入費用　東武鉄道特急券、新幹線定期券の購入費用
補助金額補助金額　１月当たり最大１万円※利用期間上限36か月　１月当たり最大１万円※利用期間上限36か月
申請期限申請期限　令和７年３月31日　令和７年３月31日

通学者定期券購入費補助金

　市民憲章の「自然と伝統を大切にし、美しい環境をつくりま
す」を実践するため、美しい花のあるまちづくりと花を育て地
域コミュニティづくりを行う団体を募集します。団体には、計
画する花の種子を提供します。
対象団体　下記条件にあてはまる団体
・自治会、ボランティア団体、趣味のサークル、企業・地域など
・年間を通じて維持管理を行うことができること
・構成員が5人以上
対象用地　広く一般の人が常時立ち入ることができる状態にあ
る土地、概ね１０アール（1反・３００坪）の面積とする。
謝金　年間５万円
申込　提出書類を5月31日（金）までに問合先に提出。
問 地域政策課　☎（21）２４５３

あるが嬉しい花やか事業の協力団体の募集

　　　　※神奈川県、千葉県については対象になる場合がございます。　　　　※神奈川県、千葉県については対象になる場合がございます。　　　　※神奈川県、千葉県については対象になる場合がございます。

問 地域政策課　☎ (21) ２４５３
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相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。■相談業務の案内
相 談 日 時 場 所 問 合 先

弁護士相談（要予約）
（弁護士が法的な見解等を助言）
※予約開始
　６月分：５/1（水）～
　７月分：6/3（月）～
　（各日8時30分より受付）
※ 同じ案件での相談は 2回まで
（異なる会場で相談しても同様）

5月10日（金）、24日（金）、
6月14日（金）、28日（金）10時～12時 本庁舎 2階市民相談室

市民生活課
☎（21）2122

5月 16日（木）10時～12時 大平隣保館 ☎（43）6611 0120-46-7830
5月 20日（月）10時～12時 藤岡総合支所 別館2階 会議室

市民生活課
☎（21）2122

6月 18日（火）10時～ 12時 都賀総合支所 別館2階 会議室
5月28日（火）10時～12時 西方総合支所 1階 会議室
6月20日（木）10時～12時 岩舟総合支所会議室棟1階第1会議室

法律相談（要予約）
※栃木市社会福祉協議会主催 5月7日（火）、21日（火）9時～12時 大平地域福祉センター

ふるさとふれあい館
社会福祉協議会大平支所
☎（43）0294

宅地建物相談（売買や賃貸借、所有と管理）
予約開始：5/1（水）8時 30 分～ 5月17日（金）10時～12時

本庁舎 2階 市民相談室 市民生活課
☎（21）2122

司法書士相談（相続・遺言、不動産登記、成年後
見制度等）予約開始：5/1（水）8時30分～ 5月15日（水）10時～12時
行政書士相談（相続・遺言、農地転用、開発行為
等の手続き）予約開始：5/1（水）8時30分～ 5月17日（金）14時～16時
消費生活相談（商品やサービスな
ど消費生活全般） 月～木曜日9時～16時 本庁舎 2階 消費生活センター☎（23）8899 FAX（23）8820

合同相談

（行政相談・人権相談）

　♦移動県民相談も同時開設

5月14日（火）、28日（火）10時～12時 本庁舎 2階 市民相談室

市民生活課
☎（21）2122

5月 16日（木）10時～12時 大平総合支所 1階 相談室
♦5月20日（月）13時30分～15時30分 藤岡総合支所 別館2階 会議室
♦6月18日（火）10時～12時 都賀総合支所 別館2階 会議室
5月28日（火）13時30分～15時30分 西方公民館2階 小会議室
6月20日（木）13時30分～15時30分 岩舟総合支所会議室棟1階第1会議室

市民相談（日常生活の問題など） 月～金曜日9時～17時 本庁舎 2階 市民相談室

人権相談 月～金曜日8時30分～17時15分 大平隣保館☎（43）6611 0120-46-7830、厚生センター☎（24）
2444、人権・男女共同参画課☎（21）2161

配偶者等からの暴力（DV）相談 月～金曜日9時～16時 配偶者暴力相談支援センター☎（21）2218
いじめ相談電話 月～金曜日9時～17時

※土日祝日･時間外は事前に予約が必要
本庁舎青少年育成センター☎（24）0667✉ gakusyu03@city.tochigi.lg.jp

青少年相談（非行問題・不登校など） 本庁舎青少年育成センター☎（23）6566✉ gakusyu03@city.tochigi.lg.jp
家庭児童相談（0～17歳の子ど
もとその家族、ヤングケアラー等）月～金曜日9時～16時 こども家庭センター☎（25）5149

児童虐待相談 月～金曜日8時30分～17時15分 こども家庭センター☎（25）5149※左記以外の時間は☎189

婦人・ひとり親家庭相談 月～金曜日9時～16時 こども家庭センター☎（25）8033
障がい児者相談（福祉サービスの利用・障が
いを理由とする差別・合理的配慮及び虐待防止）

月～金曜日
8時30分～17時15分 本庁舎障がい福祉課 障がい児者相談支援センター係

☎（21）2219 FAX（21）2682ひきこもり相談（要予約）
　※事前にお話を伺います。

第2木曜日（次回5月9日）
10時～12時、13時～15時

就労支援相談（要予約）
（40歳未満の就労相談）

第1・3月曜日13時～21時 第1・3土曜日17時～21時 祝
日
除
く

栃木勤労青少年ホーム☎（22）3113

第2・4月曜日13時～21時 第1・3土曜日13時～16時 大平勤労青少年ホーム☎（43）5191

高齢者相談（介護や福祉、生活全般、虐待）月～金曜日8時30分～17時15分 本庁舎 栃木中央地域包括支援センター係 ☎（21）2245・2246
もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談） 5月10日（金）10時～11時30分 本庁舎 1階 市民スペース

栃木中央地域包括支援センター係 ☎（21）2171・2246

13 12


